
毎
週　

月
･
水
･
金
曜
日
発
行

　
　

規　
　

則

○
熊
本
県
農
業
協
同
組
合
検
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　

（
農
業
団
体
金
融
課
）　

一

○
熊
本
県
漁
船
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
漁　

政　

課
）　

一

○
熊
本
県
看
護
婦
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　

（
医
務
福
祉
課
）　

四

○
漁
港
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理
に
関
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
漁　

港　

課
）　

四

○
熊
本
県
用
品
調
達
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
用　

度　

課
）　

五

○
熊
本
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
会　

計　

課
）　

五

○
熊
本
県
歳
計
現
金
余
裕
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

六

　
　

訓　
　

令

○
熊
本
県
職
員
被
服
類
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　
　
　
　
　
　
　
　

（
職　

員　

課
）　

八

○
熊
本
県
職
員
住
宅
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

八

○
熊
本
県
法
令
審
議
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
私
学
文
書
課
）　

八

○
熊
本
県
会
計
規
則
に
規
定
す
る
帳
簿
及
び
書
類
の
様
式
を
定
め
る
訓
令
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
会　

計　

課
）　

九

○
熊
本
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）　

九

　

熊
本
県
農
業
協
同
組
合
検
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
規
則
第
四
十
号

　
　
　

熊
本
県
農
業
協
同
組
合
検
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

熊
本
県
農
業
協
同
組
合
検
査
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
熊
本
県
規
則
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
主
務
大
臣
の
権
限
の
一
部
を
委
任
す
る
政

令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
二
百
号
）
」
を
「
農
業
協
同
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
二
百

七
十
一
号
）
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

熊
本
県
漁
船
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
規
則
第
四
十
一
号

　
　
　

熊
本
県
漁
船
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

熊
本
県
漁
船
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
六
年
熊
本
県
規
則
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
二
条
の
見
出
し
中
「
添
附
書
類
」
を
「
添
付
書
類
」
改
め
、
同
条
中
「
第
三
条
の
二
第
八
項
」
を

「
第
四
条
第
七
項
」
に
、
「
外
」
を
「
ほ
か
」
に
、
「
添
附
」
を
「
添
付
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
中
「
第
三
条
の
二
第
十
項
」
を
「
第
四
条
第
九
項
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
中
「
第
七
条
の
二
」
を
「
第
八
条
」
に
、
「
予
め
」
を
「
あ
ら
か
じ
め
」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
の
見
出
し
中
「
添
附
書
類
」
を
「
添
付
書
類
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
九
条
第
一
項
」
を
「
第

十
条
第
一
項
」
に
、
「
外
」
を
「
ほ
か
」
に
、
「
添
附
」
を
「
添
付
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
三

条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
四
条
第
一
項
」
に
、
「
写
」
を
「
写
し
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
中
「
第
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
中
「
第
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
別
記
第
四
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

熊
本
県
看
護
婦
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
規
則
第
四
十
二
号

　
　
　

熊
本
県
看
護
婦
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

熊
本
県
看
護
婦
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
熊
本
県
規
則
第
五
十
五
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
　

熊
本
県
看
護
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則

　

第
一
条
中
「
熊
本
県
看
護
婦
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
」
を
「
熊
本
県
看
護
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
」

に
改
め
る
。

　

第
二
条
の
表
中
「
保
健
婦
修
学
資
金
」
を
「
保
健
師
修
学
資
金
」
に
、
「
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
」

を
「
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
」
に
、
「
保
健
婦
養
成
所
」
を
「
保
健
師
養
成
所
」
に
、
「
助
産
婦
修
学

資
金
」
を
「
助
産
師
修
学
資
金
」
に
、
「
助
産
婦
養
成
所
」
を
「
助
産
師
養
成
所
」
に
、
「
看
護
婦
修
学

資
金
」
を
「
看
護
師
修
学
資
金
」
に
、
「
看
護
婦
養
成
所
」
を
「
看
護
師
養
成
所
」
に
、
「
准
看
護
婦
修

学
資
金
」
を
「
准
看
護
師
修
学
資
金
」
に
、
「
准
看
護
婦
養
成
所
」
を
「
准
看
護
師
養
成
所
」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
別
記
第
八
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「熊

本
県
看
護
婦
等
修
学
資
金
貸
与
条
例

」

を
「熊

本
県
看
護
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
第
一
条
及
び
第
二
条
の
規
定
は
、
平
成
十
四
年
三

月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　

漁
港
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
規
則
第
四
十
三
号

　
　
　

漁
港
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理
に
関
す
る
規
則

　

（
熊
本
県
漁
港
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

熊
本
県
漁
港
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
八
年
熊
本
県
規
則
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

　

に
改
正
す
る
。

　
　

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
　

熊
本
県
漁
港
漁
場
整
備
法
施
行
細
則

　
　

第
一
条
中
「
漁
港
法
」
を
「
漁
港
漁
場
整
備
法
」
に
、
「
漁
港
法
施
行
令
」
を
「
漁
港
漁
場
整
備
法

　

施
行
令
」
に
、
「
漁
港
法
施
行
規
則
」
を
「
漁
港
漁
場
整
備
法
施
行
規
則
」
に
改
め
る
。

　
　

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
別
記
第
五
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「
漁
港
法
」
を
「
漁
港
漁
場
整
備
法
」
に

　

改
め
る
。

　
　

別
記
第
六
号
様
式
及
び
別
記
第
七
号
様
式
中
「
熊
本
県
漁
港
法
施
行
細
則
」
を
「
熊
本
県
漁
港
漁
場

　

整
備
法
施
行
細
則
」
に
改
め
る
。

　

（
熊
本
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
別
表
に
規
定
す
る
法
又
は
条
例
の

　

施
行
の
た
め
の
規
則
に
基
づ
く
事
務
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

熊
本
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
別
表
に
規
定
す
る
法
又
は
条

　

例
の
施
行
の
た
め
の
規
則
に
基
づ
く
事
務
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
平
成
十
二
年
熊
本
県
規
則
第
二
十

　

三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

表
一
の
項
中
「
漁
港
法
」
を
「
漁
港
漁
場
整
備
法
」
に
、
「
熊
本
県
漁
港
法
施
行
細
則
」
を
「
熊
本

　

県
漁
港
漁
場
整
備
法
施
行
細
則
」
に
改
め
る
。

　

（
熊
本
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条　

熊
本
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
熊
本
県
規
則
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を

　

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
十
条
中
「
漁
港
法
」
を
「
漁
港
漁
場
整
備
法
」
に
改
め
る
。

　

（
熊
本
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条　

熊
本
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
熊
本
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一
部
を

　

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
十
三
条
及
び
第
十
七
条
中
「
漁
港
法
」
を
「
漁
港
漁
場
整
備
法
」
に
改
め
る
。

　

（
熊
本
県
希
少
野
生
動
植
物
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条　

熊
本
県
希
少
野
生
動
植
物
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
三
年
熊
本
県
規
則
第
二
十

　

三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
十
条
及
び
第
十
二
条
中
「
漁
港
法
」
を
「
漁
港
漁
場
整
備
法
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
熊
本
県
漁
港
法
施
行
細
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て

　

い
る
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
は
、
改
正
後
の
熊
本
県
漁
港
漁
場
整
備
法
施
行
細
則
の
相
当
規
定
に
基
づ

　

い
て
提
出
さ
れ
た
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
と
み
な
す
。
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熊
本
県
用
品
調
達
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
規
則
第
四
十
四
号

　
　
　

熊
本
県
用
品
調
達
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

熊
本
県
用
品
調
達
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
熊
本
県
規
則
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
四
条
、
第
五
条
、
第
六
条
、
第
七
条
、
第
八
条
、
第
九
条
及
び
第
十
条
中
「
用
度
課
長
」
を
「
管
理

調
達
課
長
」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
一
号
様
式
そ
の
一
の
用
品
要
求
書
（
直
払
用
品
（
備
品
）
）
の
表
中
「用

度
課
長

」
を
「管

理

調
達
課
長

」
に
、
「管

理
係
長

」
及
び
「契

約
係
長

」
を
「主

幹

」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
一
号
様
式
そ
の
二
の
用
品
要
求
書
（
直
払
用
品
）
の
表
中
「用

度
課
長

」
を
「管
理
調
達
課
長

」

に
、
「管

理
係
長

」
及
び
「契

約
係
長

」
を
「主

幹
」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
一
号
様
式
そ
の
三
の
用
品
要
求
書
（
在
庫
用
品
）
の
表
中
「用

度
課
長

」
を
「管

理
調
達
課
長

」

に
、
「管

理
係
長

」
及
び
「契

約
係
長

」
を
「主

幹

」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
三
号
様
式
そ
の
一
の
用
品
交
付
通
知
書
（
直
払
用
品
（
備
品
）
）
の
表
中
「用

度
課
長

」
を

「管
理
調
達
課
長

」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
三
号
様
式
そ
の
二
の
用
品
交
付
通
知
書
（
直
払
用
品
）
の
表
中
「用

度
課
長

」
を
「管

理
調
達

課
長

」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
三
号
様
式
そ
の
三
の
用
品
交
付
通
知
書
（
在
庫
用
品
）
の
表
中
「用

度
課
長

」
を
「管

理
調
達

課
長

」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
五
号
様
式
の
物
品
出
納
通
知
伺
の
表
中
「用

度
課

」
を
「管

理
調
達
課

」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
六
号
様
式
の
二
の
表
中
「熊
本
県
出
納
局
用
度
課
長

」
を
「熊

本
県
出
納
局
管
理
調
達
課
長

」

に
改
め
る
。

　

別
記
第
七
号
様
式
の
在
庫
用
品
需
要
伝
票
の
表
中
「用

度
課
長

」
を
「管

理
調
達
課
長

」
に
、
「管

理

係
長

」
を
「主

幹

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
改
正
前
の
熊
本
県
用
品
調
達
規
則
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
る
用

　

紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

熊
本
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
規
則
第
四
十
五
号

　
　
　

熊
本
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

熊
本
県
会
計
規
則
（
昭
和
六
十
年
熊
本
県
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
三
号
中
「
教
育
委
員
会
事
務
局
の
課
（
」
の
次
に
「
熊
本
県
総
合
調
整
局
設
置
規
則
（
平
成

十
四
年
熊
本
県
規
則
第
五
十
四
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
危
機
管
理
監
に
係
る
熊
本
県
総
合
調
整
局
処
務

規
程
（
平
成
十
四
年
熊
本
県
訓
令
第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
職
務
の
担
当
区
分
、
」
を

加
え
る
。

　

第
五
条
中
「
課
局
又
は
地
方
支
出
機
関
の
長
」
を
「
課
局
の
長
（
危
機
管
理
監
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

又
は
地
方
支
出
機
関
の
長
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
条
第
一
号
中
「
課
（
課
に
相
当
す
る
組
織
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
長
」
の
次
に

「
及
び
危
機
管
理
監
」
を
加
え
る
。

　

第
百
三
十
六
条
第
二
項
中
「
及
び
立
会
い
を
し
た
職
員
」
を
削
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

く
ま
も
と
県
民
交
流
館　

」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
玉
名
地
域
振
興
局

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
幹
線
玉
名
事
務
所
」

学
園
」
を
削
り
、
同
表
の
十
の
項
中
「
新
幹
線
芦
北
事
務
所
」
を
削
り
、
同
表
の
十
三
の
項
中
「
健
康
セ

ン
タ
ー
」
を
削
る
。

　

別
表
第
四
の
知
事
部
局
の
項
中
「
総
務
部
、
企
画
開
発
部
」
を
「
総
合
調
整
局
、
総
務
部
、
企
画
振
興

部
」
に
改
め
、
委
任
す
る
事
務
の
欄
に
「
三　

燃
料
券
の
出
納
及
び
保
管
に
関
す
る
事
務
」
を
加
え
、
同

表
の
出
納
局
の
項
中
「
用
度
課
」
を
「
管
理
調
達
課
」
に
、
「
管
理
係
長
」
を
「
管
理
指
導
班
長
」
に
改

め
、
同
表
の
教
育
委
員
会
事
務
局
の
項
中
「
同
和
教
育
課
」
を
「
人
権
同
和
教
育
課
」
に
改
め
、

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
削
り
、
委
任
す
る
事
務
の
欄
に
「
三　

物
品
の
出
納
及
び
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

管
（
使
用
中
の
物
品
に
係
る
保
管
を
除
く
。
）
に
関
す
る
事
務
」
を
加
え
、
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別
表
第
一
の
一
の
項
中
「
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
」
を

に
改
め
、
同

表
の
三
の
項
中
「
玉
名
地
域
振
興
局
」
を

に
改
め
、
同
表
の
五
の
項
中
「
肥
後

全
国
高
校
総

体
推
進
室

会
計
担
当
課
長

補
佐
等


